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船舶事故調査報告書 

 

                               令和７年２月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決  

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和６年６月８日 １３時１８分ごろ 

発生場所 神奈川県横須賀市観音埼南東方沖 

 観音埼灯台から真方位１２１°２.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３５°１３.９′ 東経１３９°４７.７′） 

事故の概要  遊漁船福
ふく

丸は、船首を北北西方に向けて漂泊して釣り中、また、プ

レジャーボートひめはなは、北進中、両船が衝突した。 

福丸は、釣り客４人が軽傷を負い、操舵室左舷側の圧壊等を生じ、

また、ひめはなは、右舷船首部外板の亀裂等を生じた。 

事故調査の経過  令和６年６月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 福丸、４.９９トン 

   ＣＢ３－８７０８０（漁船登録番号）、個人所有 

１０.９０ｍ（Lr）×２.５８ｍ×０.７８ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１８０.２kＷ、昭和５６年３月２７日 

第２３２－７２２２号（船舶検査済票番号） 

（写真１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船 

 

Ｂ プレジャーボート ひめはな、２.９トン 

   ２３０－５８０８６千葉、個人所有 

７.８９ｍ（Lr）×２.６７ｍ×１.５４ｍ、ＦＲＰ 
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ガソリン機関（船外機）、１８３.９kＷ、令和５年１月 

（写真２ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ７４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許 登録 日 昭和５０年１０月３日 

免許証交付日 令和元年１０月１日 

         （令和７年４月２１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ４４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許 登録 日 令和２年６月１日 

免許証交付日 令和２年６月１日 

           （令和７年５月３１日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 軽傷 ４人（釣り客） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 操舵室左舷側の圧壊、左舷中央部外板及び右舷船首部ブルワーク

に亀裂等（写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ａ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

損傷箇所 

操舵室左舷側 



- 3 - 

Ｂ 右舷船首部外板及び左舷中央部船底に亀裂、船首部船底に擦過傷

（写真４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ｂ船の損傷状況 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客１１人を乗せ、遊漁の目

的で、令和６年６月８日０６時４０分ごろ千葉県富津市上総湊港を出

港し、０７時１０分ごろ同港西方沖で釣りを開始した。 

Ａ船は、ＧＰＳプロッター及び魚群探知機を作動させ、船長Ａが操

舵室左舷に配置された舵輪後方の椅子に腰を掛けて操船に当たり、釣

り客が左舷側５人、右舷側６人に分かれて釣りを行っていた。（図１

参照） 

 

 

 

 

 

 

図１ 船長Ａ及び釣り客の配置概要図 

 

Ａ船は、時折場所を変えながら釣りを続け、１１時５０分ごろ上総

湊港西北西方３.５Ｍ付近において、船首を北北西方に向けて漂泊

し、釣りを再開した。 

船長Ａは、１３時ごろ釣りを終了する予定としていたが、釣果が好

調で、釣り客から終了時刻の延長を求められたので、３０分程度釣り

を延長することとした。 

船長Ａは、それまでと同様、周囲の見張りを行っていたが、併せて

Ａ船が移動しないように舵輪右舷側のＧＰＳプロッター画面を見て、

舵輪とクラッチを操作していた。 

船長Ａは、右舷船尾側で魚が釣れている釣り客がいたので、開放し

てある右舷後方の操舵室出入口の方に体を傾けて同釣り客の様子を見

ていた１３時１８分ごろ突然大きな衝撃を受けて右舷側に転倒した

後、Ａ船の操舵室左舷側に衝突して右舷船首方向に甲板上を乗り切っ

右舷船首部外板 

ＧＰＳプロッター 

舵輪 

操舵室出入口 

：船長Ａ ：負傷者 
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たＢ船を認めた。 

船長Ａは、釣り客に負傷者がいることを確認した後、携帯電話で海

上保安庁に本事故の発生及び上総湊港へ帰港する旨を通報し、また、

船長ＢにＡ船に付いてくるよう伝えて同港に向かうとともに、家族に

救急車の手配を依頼した。 

Ａ船は、１４時１５分ごろ上総湊港に帰港し、既に岸壁に到着して

いた救急車により、釣り客４人が病院に搬送され、殿部挫創、頸
けい

椎挫

傷、胸背部挫傷等とそれぞれ診断された。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人１人（以下「同乗者Ｂ」と

いう。）を乗せ、釣りの目的で、０２時３０分ごろ千葉県船橋市所在

のマリーナを出航し、同県館山市布良漁港西方沖の釣り場で釣りを行

った後、１２時００分ごろ帰途についた。 

船長Ｂは、レーダー、ＧＰＳ及び魚群探知機の情報を切替表示でき

るモニター（以下「本件モニター」という。）２台を作動させ、操舵

室右舷側の操縦席に腰を掛けて操船に当たり、自動操舵と手動操舵を

適宜切り替えながら約４０km/h の速力（対地速力、以下同じ。）でＢ

船を北進させた。 

Ｂ船は、船長Ｂが、釣り場での釣果がなかったこともあり、帰航中

も本件モニターで魚群探索を行いながら操船し、１３時０９分ごろ自

動操舵の針路を浦賀水道航路のやや東方に設定して同じ速力で北進を

続けた。 

船長Ｂは、操舵室左舷側の椅子に腰を掛けた同乗者Ｂの方に少し体

を向けて会話をしながら、２台とも魚群探知機の情報を表示させた本

件モニターを時折見ていたところ、突然大きな衝撃を受け、直後に周

囲を見て右舷船尾方にＡ船を認め、Ｂ船とＡ船とが衝突したことを 

知った。 

船長Ｂは、携帯電話で海上保安庁に本事故の発生を通報し、Ａ船と

共に上総湊港に向かった。 

（図２ 参照） 
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図２ 航行経路図（Ｂ船の航跡はＧＰＳデータより） 

 その他の事項 船長Ａは、遊漁船船長として約５０年の経験を有し、千葉県知事か

ら遊漁船業者としての登録を受けていた。 

船長Ａは、ふだん、甲板上で後片付け等をしながら周りを見ずに航

行する漁船を何度も見た経験があったので、本事故当時、Ａ船に向 

かって航行するＢ船に気付いていれば、汽笛を鳴らしたり、移動して

Ｂ船の進路を避けたりするなど、衝突を避けるための措置を採ってい

たと思った。 

船長Ｂは、１３時０９分ごろ、針路を定めた辺りで、目視により船

首遠方に１０隻程度の船舶を認めたものの、特段気に留めることもな

く、その後、同船舶の存在を忘れていた。 

Ｂ船には、見張りに支障が生じる船首死角はなかった。 

船長Ｂは、本事故当時、ＧＰＳの情報を表示させた本件モニターで

Ｂ船の速力を確認しておらず、体感的に２０km/h 程度の低速力で航行

していると思っていた。 

Ｂ船は、レーダー情報を利用し、設定した範囲に障害物を検知した

際に警告音が鳴る機能を有していたが、他船等の障害物が多い東京湾

では度々警告音が鳴る状況になるので、船長Ｂは、ふだんから夜間を

除き、同機能を作動させていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、観音埼南東方沖で船首を北北西方に向けて漂泊して釣り

中、船長Ａが、ＧＰＳプロッターを見ながらクラッチと舵輪を操作し

て船位を保持するとともに、釣り客の状況確認を行い、周囲の見張り

事故発生場所 

（令和６年６月８日 

１３時１８分ごろ発生） 

観音埼灯台 

Ａ船 

× 

浦
賀
水
道
航
路 

上総湊港 

千葉県富津市 

Ｂ船 
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を適切に行っていなかったことから、左舷船尾方から自船に向けて接

近するＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、観音埼南東方沖を自動操舵で北進中、船長Ｂが、同乗者Ｂ

との会話及び魚群探索に意識が向き、見張りを行っていなかったこと

から、Ａ船の存在に気付かずに航行を続け、Ａ船と衝突したものと考

えられる。 

船長Ｂは、船首遠方に認めた船舶の存在を忘れていたこと及び体感

的にＢ船が低速力で航行していると思っていたことから、気が緩んで

見張りに対する意識が低下し、同乗者Ｂとの会話及び魚群探索に意識

が向いた状態で操船していたものと考えられる。 

Ｂ船に備えられたレーダー情報を利用した障害物検知機能を適切に

使用していれば、本事故の発生を回避できた可能性があると考えられ

る。 

原因 本事故は、観音埼南東方沖において、Ａ船が船首を北北西方に向け

て漂泊して釣り中、Ｂ船が自動操舵で北進中、船長Ａが、ＧＰＳプ 

ロッターを見ながらクラッチと舵輪を操作して船位を保持するととも

に、釣り客の状況確認を行い、周囲の見張りを適切に行っていなかっ

たため、また、船長Ｂが、同乗者Ｂとの会話及び魚群探索に意識が向

き、見張りを行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられ

る。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・遊漁船の船長は、漂泊して釣り中、船位や釣り客の確認が必要な

状況であっても、周囲の見張りを適切に行い、接近する他船の早

期発見に努めるとともに、同船を認めた際は、備え付けの音響設

備等で注意喚起をしたり、移動して同船の進路を避けたりするな

ど、衝突を避けるための措置を採ること。 

・船長は、航行中、乗船者との会話や魚群探索等に意識を向けるこ

となく、周囲の見張りを徹底すること。 

・船長は、操船に当たり、目測や体感だけに頼ることなく、レー 

ダーやＧＰＳプロッター等の航海計器を有効に活用し、他船との

衝突のおそれ等を判断すること。 

・船長は、早期に衝突を避けるため、レーダーの警報装置を有効に

活用すること。 

 


